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No. ページ番号 規格番号 誤 正 備考 
第 4 章 容器（一般要求事項） 

1 I-4-181 PVE-2332 PVE-2332 再試験 

PVE-2331 を満足しない場合、次の(1)、(2)、(3)の
いずれかに該当するときは、最低使用温度以下の温

度で GTM-3200 に従って衝撃試験を２個の試験片

について再度行い、２個の試験片の値が PVE-2331
で定める 3 個の平均の判定基準を満足すること。 
 
 
(1)３個の試験片の横膨出量の平均値および吸収エ

ネルギーの平均値が、PVE-2331 で定める 3 個の

平均の判定基準を満足すること。 
(2)PVE-2331 で定める 3 個の平均の判定基準を満

足しない試験片が１個であり、かつ、当該 1 個試

験片が次の a.または b.のいずれかを満足するこ

と。 
a.横膨出量の場合は、表 PVE-2332-1 を満足する

こと。 

PVE-2332 再試験 

PVE-2331 を満足しない場合で、次の(1)および

(2)、または、(1)および(3)に該当するときは、最

低使用温度以下の温度で GTM-3200 に従って衝

撃試験を２個の試験片について再度行い、２個の

試験片の値が PVE-2331で定める 3個の平均の判

定基準を満足すること。 
 
(1)３個の試験片の横膨出量の平均値および吸収

エネルギーの平均値が、PVE-2331 で定める 3
個の平均の判定基準を満足すること。 

(2)PVE-2331で定める 3個の平均の判定基準を満

足しない試験片が１個であり、かつ、当該 1 個

試験片が次の a.または b.のいずれかを満足する

こと。 
a.横膨出量の場合は、表 PVE-2332-1 を満足す

ること。 
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b.吸収エネルギーの場合は、表 PVE-2332-2 を満

足すること。 

 

(3)平均値の判定基準を満足しない試験片の個数が

2 個の場合、当該 2 個の試験片が PVE-2331 に定

める最小値の判定基準を満足すること。 

 

b.吸収エネルギーの場合は、表 PVE-2332-2 を

満足すること。 

 

(3)平均値の判定基準を満足しない試験片の個数

が 2 個の場合、当該 2 個の試験片が PVE-2331
に定める最小値の判定基準を満足すること。 

 
 


